
古
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『
大
紋
祝
詞
』
に
は
、
周
知
の
如
く
罪
を
天
津
罪
と
国
津
罪
と
に
分
け
、

更
に
そ
の
内
容
を
列
挙
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
国
津
田
押
の
中
に
「
昆
虫
乃

災
、
高
津
紳
乃
災
、
高
津
鳥
災
」
と
災
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
罪
と
災

の
関
連
を
め
ぐ
っ
て
古
来
問
題
と
さ
れ
て
い
る
処
で
あ
る
。

青
木
紀
元
氏
に
よ
れ
ば
賀
茂
真
淵
の
『
延
喜
式
祝
詞
解
』
は
「
右
三
事
ハ

災
ニ
シ
テ
、
罪
ナ
ラ
ネ
ト
モ
、
災
ハ
犯
罪
-
一
因
テ
至
ル
事
」
と
災
は
罪
に
よ

っ
て
起
っ
た
と
す
る
見
解
を
示
し
て
お
り
、
ま
た
こ
れ
と
同
様
の
立
場
を
取

(

1

)

 

る
江
戸
時
代
の
学
者
に
、
度
会
延
佳
(
『
中
匡
放
瑞
穂
紗
』
〉
)
が
い
る
。
こ

れ
に
対
し
本
居
室
長
は
右
の
立
場
を
否
定
し
、
罪
に
つ
い
て
「
其
は
必
し
も

悪
行
の
み
を
云
に
非
ず
、
穣
又
禍
な
ど
、
心
と
為
る
に
は
非
で
、
自
然
に
あ

〈

2
〉

る
事
に
て
も
、
凡
で
厭
ひ
悪
む
べ
き
凶
事
を
ば
、
皆
都
美
と
云
な
り
」
と
罪

と
禍
、
穣
が
同
義
で
あ
る
こ
と
を
説
き
、
昆
虫
の
災
よ
り
「
一
一
一
条
は
、
災
を

ハ

sv

以
て
罪
と
す
る
也
」
と
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
宣
長
の
説
は
現
在
に

ま
で
多
大
の
影
響
を
残
し
て
お
り
、
次
回
潤
氏
、
原
田
敏
明
氏
等
が
こ
の
立

場
を
踏
襲
し
て
い
る
。
ま
た
近
年
、
金
子
武
雄
氏
は
『
延
喜
式
祝
詞
講
』
で

田

崎

篤

朗

災
気
説
を
打
ち
出
し
た
が
、
こ
の
説
は
弁
上
光
貞
氏
に
引
き
継
が
れ
た
。
井

ハ
4
〉

上
氏
は
「
古
典
に
お
け
る
罪
と
制
裁
」
で
「
(
大
放
)
祝
詞
の
調
章
全
体
を
、

し
か
も
大
放
の
儀
式
と
の
関
連
の
も
と
で
理
解
す
る
と
、
こ
こ
で
い
う
罪
と

は
、
罪
そ
の
の
も
の
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
罪
の
災
気
で
あ
る
。
〈
中
略
〉

そ
こ
で
、
そ
の
集
団
は
、
私
的
な
、
か
つ
臨
時
の
放
を
も
お
こ
な
う
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
な
お
災
気
は
、
さ
ら
に
広
範
囲
の
地
域
に
も
溺
漫

し
つ
つ
残
っ
て
い
て
人
々
に
災
害
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
宮
廷
で
毎
年
二

期
、
し
か
も
天
下
四
方
の
罪
を
放
う
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
罪
の
災

気
を
最
後
的
に
払
拭
し
よ
う
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
の

解
釈
を
行
な
っ
て
い
る
。

以
上
が
罪
と
災
に
関
す
る
代
表
的
な
説
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
問
題
は

古
代
人
特
有
の
罪
意
識
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
極
め
て
重
要
な
事
柄
で
あ
る
。

以
下
、
こ
の
問
題
に
関
し
、
先
学
諸
氏
の
説
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
私
見
を

述
べ
て
み
た
い
。

な
お
、
天
津
罪
と
国
津
罪
の
分
類
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
い
か
な
る
根
拠
に
基

づ
い
た
も
の
か
議
論
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
『
記
』
仲
哀
天
皇
条
で
は
、

吏
取
ニ
園
之
大
奴
佐
-
而
、
種
コ
種
'
求
生
剥
、
逆
剥
、
阿
灘
、
溝
理
、
尿
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戸
、
上
遁
下
遁
婚
、
馬
婚
、
牛
婚
、
鶏
婚
之
罪
類
二
篤
ユ
園
之
大
赦
-

と
、
罪
の
区
別
は
設
け
ら
れ
て
は
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
天
津
罪
、
国
津
罪

の
区
別
は
必
ず
し
も
厳
格
な
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
り
、
私
は
両
者
を
同

一
の
も
の
と
し
て
考
察
を
進
め
る
。

注
(
1
〉
「
罪
と
災
」
(
『
古
事
記
年
報
』

u
y

(
2
〉
『
古
事
記
伝
』
三
十
之
巻
、
「
本
居
宜
長
全
集
」
ロ
ハ
筑
摩
書
房
〉
。

以
下
、
全
集
と
略
記
。

ハ3
)

『
大
蔵
詞
後
釈
』
、
「
全
集
」

7
。

ハ
4
〉
『
日
本
歴
史
』
一
九

O
号。

一
、
罪
と
識

『
大
波
祝
詞
』
で
は
、
天
津
罪
、
国
津
罪
に
つ
い
て
次
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。

天
之
益
人
等
裁
過
犯
家
牟
雑
A
罪
事
波
、
天
津
罪
止
、
畔
放
・
溝
埋
・
樋

放
・
頻
蒔
・
串
刺
・
生
剥
・
逆
剥
・
尿
戸
、
許
許
太
久
乃
罪
乎
、
天
津
罪

止
法
別
集
長
、
図
津
罪
止
、
生
粛
断
・
死
膚
断
・
白
人
・
胡
久
美
・
己
母

犯
罪
・
己
子
犯
罪
・
母
奥
v
子
犯
罪
・
子
輿
v
母
犯
罪
・
畜
犯
罪
・
昆
虫

乃
災
・
高
津
紳
乃
災
・
高
津
烏
災
・
畜
A
T
志
、
盛
物
潟
罪
、
許
許
太
久
乃

罪
出
武
。
(
『
延
喜
式
』
巻
八
〉

右
に
見
る
如
く
、
昆
虫
乃
災
以
下
三
種
を
罪
と
は
記
さ
ず
、
災
と
し
て
い
る

こ
と
は
、
界
と
災
と
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
罪
は

人
為
的
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
災
は
自
然
現
象
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
に
は
、
国
津
罪
の
一
つ
と
し
て
「
火
焼
罪
」
を
挙

げ
て
い
る
。
「
火
焼
」
を
焼
死
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
こ
れ
は
災
害
で
あ
り

「
災
」
と
明
記
し
て
も
よ
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
「
罪
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
如
く
災
害
が
「
罪
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
「
災
」
と
「
罪
」

と
の
記
述
の
相
違
を
も
っ
て
、
直
ち
に
そ
こ
に
明
確
な
区
別
が
置
か
れ
て
い

る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

『
大
紋
祝
詞
』
で
は
「
天
之
益
人
等
袋
泡
犯
家
牟
雑
h
罪
事
」
と
し
て
罪
や

災
等
を
列
挙
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
を
列
挙
し
た
後
の
結
び
の
文
で
も

「
許
々
太
久
乃
罪
出
武
」
と
し
、
国
津
罪
す
べ
て
が
罪
で
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
災
も
天
の
義
人
等
が
過
ち
犯
し
け
む
罪
の
一
つ
で

あ
る
と
読
み
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
『
古
語
拾
遺
』
に
も
「
園
罪
者
圏
中
人

民
所
犯
之
罪
」
と
み
え
、
国
津
罪
を
人
為
的
な
も
の
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。

こ
の
如
く
『
大
赦
祝
調
』
の
文
体
か
ら
は
、
罪
と
災
を
同
じ
原
理
の
も
と

に
見
て
い
た
と
、
推
察
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

室
長
説
を
受
け
次
ぐ
次
回
氏
は
「
園
津
罪
は
現
圏
に
起
り
易
い
汚
畿
、
若

く
は
災
厄
等
を
拳
げ
た
も
の
で
、
(
中
略
〉
此
を
上
代
人
の
宗
教
的
見
地
か

ら
考
へ
れ
ば
、
均
し
く
紳
祇
の
厭
ふ
所
で
あ
り
、
又
園
民
の
道
徳
の
上
か
ら

考
へ
て
も
、
悉
く
人
々
が
患
み
嫌
ふ
所
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
何
れ
か
ら
見

て
も
、
之
を
一
括
し
て
庚
義
の
罪
に
数
へ
た
の
は
蛍
然
の
事
で
あ
る
」
と
し
、

「
昆
識
の
災
・
高
津
紳
の
災
・
高
津
鳥
の
災
の
如
き
は
、
其
の
不
慮
の
災
厄

を
恐
帰
す
る
と
共
に
、
英
の
結
果
は
何
れ
も
様
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
罪
の

ハ
1〉

中
に
入
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
、
一
一
一
種
の
災
を
抽
俄
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
す

な
わ
ち
、
「
昆
虫
の
災
」
は
、
害
虫
の
為
に
皮
膚
を
赦
寓
さ
れ
て
、
識
に
触
れ

た
事
を
思
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
「
高
津
鳥
の
災
」
は
、
空
を
飛
ぶ
烏
の
不
浄

2 



古代の罪銑念について

円

2
V

物
に
よ
っ
て
、
竃
を
識
さ
れ
た
事
を
忌
ん
だ
も
の
な
の
で
あ
る
。
確
か
に
こ

の
解
釈
に
よ
っ
て
『
大
放
祝
詞
』
に
列
挙
さ
れ
た
罪
、
災
等
に
つ
い
て
の
、

一
貫
し
た
原
理
が
得
ら
れ
る
。

次
回
氏
が
問
題
と
す
る
触
穣
思
想
は
、
古
代
思
想
の
特
色
の
一
つ
で
あ
り
、

『
延
喜
式
』
臨
時
祭
式
に
見
ら
れ
る
葬
儀
、
出
産
の
際
等
の
稜
れ
の
規
定
は

そ
の
代
表
的
な
例
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
古
く
は
既
に
記
紀
神
話
に
見
ら
れ
、

黄
泉
国
神
話
で
は
、
死
者
の
園
で
あ
る
黄
泉
園
を
「
汚
稜
之
園
」
ハ
紀
〉
、

「
畿
圏
」
ハ
記
〉
と
し
、
黄
泉
国
を
訪
れ
た
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
命
は
、
そ
の
織
れ

を
洗
い
清
め
る
た
め
挟
放
を
行
う
の
で
あ
る
。
ま
た
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
神
話
で

は
、
死
者
を
「
識
死
人
」
(
記
〉
、
「
汚
識
」
(
紀
〉
と
し
て
思
避
し
て
い
る
。

奈
良
時
代
に
到
っ
て
『
続
紀
』
宝
亀
四
年
九
月
壬
辰
条
に
「
丹
波
天
田
郡
奄

我
祉
有
ν
盗
。
喫
-
-
供
祭
物
-
発
ユ
祉
中
-
。
即
去
-
-
十
許
丈
-
。
更
立
v
祉
意
。
」
と

見
え
、
神
が
死
の
識
れ
を
忌
み
嫌
う
観
念
を
そ
こ
に
窺
え
る
。

h

，

‘
r
 

次
田
氏
の
指
摘
す
る
如
く
、
古
く
は
宣
長
が
説
く
所
の
「
裁
は
即
罪
な
り
、

畠

7
v〈
S
V

罪
は
副
議
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
常
に
経
験
す
る
べ
き
死
の
識
に
つ
い

て
規
定
が
な
い
の
は
何
故
か
。
確
か
に
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
に
は
「
川
入

・
火
焼
罪
」
と
い
う
溺
死
・
焼
死
を
国
津
罪
に
含
め
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ

ら
は
異
常
死
で
あ
り
、
自
然
死
・
病
死
の
場
合
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。
実

際
、
裁
が
対
象
と
し
た
の
は
、
異
常
死
で
あ
っ
た
。
『
紀
』
大
化
二
年
三
月

甲
申
条
の
詔
に
そ
の
事
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
一
つ
の
条
に

復
有
-
-
被
v
役
溢
畔
之
民
-
、
事
了
還
ν
郷
え
日
、
忽
然
得
疾
、
臥
-
-
死
路
頭
-
。

於
是
路
頭
之
家
、
乃
謂
之
目
、
何
故
使
三
人
死
=
於
余
路
-
、
因
留
ユ
死
者

友
伴
-
、
強
使
ニ
放
除
-
。
由
v
是
、
兄
難
ν
臥
-
元
於
路
-
、
其
弟
不
v
収
者
多
。

と
の
記
事
が
み
ら
れ
、
更
に
次
の
条
に

復
有
-
-
一
白
姓
-
、
溺
-
元
於
河
-
。
逢
者
乃
謂
之
目
、
何
故
於
我
使
v
塑
-
溺

人
-
、
因
留
-
-
溺
者
友
伴
-
、
強
使
-
-
放
除
、
由
ν
是
、
兄
難
v
溺
-
-
死
於
河
-
、

其
弟
不
v
救
者
衆
。

と
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
の
中
に
見
ら
れ
る
放
は
、
溺
死
・
行
き
倒
れ
と

い
う
異
常
死
の
故
に
執
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ミ
ソ
ギ
と
ハ
ラ
へ
を
区
別
し
た
青
木
紀
元
氏

円

4
V

の
論
文
『
日
本
神
話
の
基
礎
的
研
究
』
で
あ
る
。
青
木
氏
は
「
放
映
」
「
挟

放
」
は
ミ
ソ
ギ
を
、
「
解
除
」
「
放
除
」
は
ハ
ラ
ヘ
を
意
味
す
る
語
句
で
あ

る
と
規
定
し
、
後
れ
を
水
に
よ
っ
て
洗
い
清
め
る
の
は
ミ
ソ
ギ
、
罪
を
犯
し

た
者
に
放
え
っ
物
を
出
さ
せ
て
罪
の
煩
な
い
を
さ
せ
る
の
は
ハ
ラ
へ
で
あ
る

と
、
ミ
ソ
ギ
と
ハ
ラ
へ
は
本
来
区
別
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
た
だ
し
、

神
亀
・
天
平
の
頃
に
は
、
ミ
ソ
ギ
と
ハ
ラ
へ
と
は
次
第
に
接
近
し
つ
つ
あ
っ

た
と
指
摘
す
る
。

こ
の
青
木
氏
の
説
は
、
大
方
首
肯
し
得
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
織
と
罪
と
は
元
々
別
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
『
大

赦
祝
詞
』
の
内
容
は
、
そ
の
文
体
か
ら
見
て
も
明
ら
か
な
如
く
罪
を
対
象
に

し
た
も
の
で
あ
り
、
裁
れ
に
つ
い
て
は
全
く
言
及
さ
れ
て
は
い
な
い
。
『
大

駿
祝
詞
』
の
内
容
は
織
れ
と
罪
と
が
区
別
さ
れ
て
い
た
本
来
の
性
格
を
有
す

を
も
の
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
黄
泉
国
神
話
で
は
黄
泉
国
か
ら
帰
還
し
た
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
命
は
阿

波
岐
原
で
ミ
ソ
ギ
ハ
挟
放
)
を
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
死
の
稜
れ
を
清
め
る

3 



べ
く
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
死
一
般
は
被
れ
と
さ
れ
て
ミ
ソ
ギ
の
対
象

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
放
の
対
象
で
あ
る
国
津
罪
の
中
に
、
溺

死
・
焼
死
と
い
う
異
常
死
が
含
ま
れ
た
の
は
、
こ
れ
ら
を
織
れ
と
は
異
な
る

罪
の
概
念
で
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

注
(
1
〉
『
祝
詞
新
講
』
昭
和
二
年
(
明
治
書
院
)
。

(
2
〉
次
田
氏
前
掲
書
。

(
3
〉
『
古
事
記
伝
』
九
之
巻
、
「
全
集
」

9
0

(
4
〉
『
日
本
神
話
の
基
礎
的
研
究
』
第
三
篇
第
一
章
第
二
節
、
昭
和

四
五
年
ハ
風
間
書
房
)
。

二
、
罪
と
悪
神

し
か
ら
ば
、
『
大
蔵
祝
詞
』
で
唱
え
ら
れ
る
、
人
々
の
犯
す
罪
と
は
何
か
。

『
大
級
祝
詞
』
の
前
半
に
は
次
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。

我
皇
御
孫
之
命
波
、
豊
葦
原
乃
水
穏
之
園
乎
、
安
園
止
平
久
所
ν
知
食
止
、

事
依
奉
肢
。
如
v
此
依
志
奉
志
圏
中
爾
、
荒
振
一
柳
等
乎
波
、
一
柳
間
志
爾
問
志
賜
、

紳
掃
掃
賜
比
豆
、
語
間
志
磐
根
樹
立
、
草
之
垣
葉
乎
毛
語
止
豆
、

こ
の
神
話
的
記
述
は
、
祝
詞
を
聞
く
人
々
に
対
し
、
悠
久
の
昔
へ
と
思
い

を
は
せ
ら
せ
、
荘
重
さ
を
醸
し
出
す
効
果
を
持
た
せ
る
べ
く
唱
え
ら
れ
る
の

だ
が
、
古
代
人
の
観
念
が
こ
こ
に
表
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

大
紋
祝
調
で
は
「
安
園
止
定
奉
豆
」
と
、
現
在
の
国
土
を
荒
ぶ
る
神
々
が

平
定
さ
れ
た
安
き
国
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
し
か
し
『
遷
却
崇
神
祝
詞
』

で
は
、
神
話
と
し
て
荒
ぶ
る
神
々
の
平
定
を
語
り
な
が
ら
も
、
神
々
の
「
荒

備
給
比
健
備
給
事
王
」
く
、
「
祭
給
比
健
備
給
事
五
」
き
事
が
祈
願
さ
れ
て
い

る
。
御
門
祭
道
饗
祭
の
祝
調
等
で
も
、
禍
津
日
神
や
食
び
疎
び
来
む
物
等
の

侵
入
防
止
が
祈
願
さ
れ
て
お
り
、
荒
ぶ
る
神
々
は
既
に
平
定
さ
れ
た
も
の
で

は
な
く
、
現
在
も
人
々
を
襲
い
畏
れ
さ
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
『
大
破
祝
詞
』
で
「
荒
振
紳
等
乎
波
、
紳
問
志
爾
間
志
賜
、
紳
掃

掃
賜
比
豆
」
と
荒
ぶ
る
神
々
の
鎮
定
を
述
べ
て
い
る
の
は
、
神
話
的
記
述
を

通
し
、
人
聞
社
会
の
理
想
を
語
っ
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
ス
サ
ノ
ヲ
神
話
(
記
紀
〉
で
語
ら
れ
る
「
離
ニ
天
照
大
御
紳
之
笹

田
之
阿
-
、
埋
エ
其
溝
二
亦
其
於
下
関
ヨ
看
大
嘗
-
之
殿
A

。
尿
麻
理
散
。
ハ
中
略
)

逆
ニ
剥
天
斑
馬
-
剥
」
(
記
)
と
い
う
ス
サ
ノ
ヲ
の
罪
状
は
、
『
大
赦
祝
詞
』
の

天
津
罪
に
該
当
し
て
お
り
、
先
学
諸
氏
が
指
摘
す
る
如
く
両
者
は
有
機
的
な

繋
が
り
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
神
話
で
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
天
津
罪
を
犯

し
た
こ
と
に
よ
り
、
天
照
大
神
が
天
の
岩
戸
に
隠
れ
「
高
天
原
皆
暗
、
葦
原

中
園
悉
閣
、
因
v
此
而
常
夜
往
。
於
ν
是
高
紳
之
聾
者
、
狭
蝿
那
須
満
、
寓
妖

悉
護
」
(
記
〉
と
天
変
地
異
と
災
禍
が
生
じ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
罪
が
天
変
地
異
・
災
害
の
起
因
に
な
る
と
い
う
古
代
の
罪
観
念
を
表

わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
『
記
』
『
紀
』
・
『
風
土
記
』
等
に
は
、
罪
を
原
因
と
し

た
災
の
記
事
が
、
散
見
さ
れ
る
(
三
節
参
照
)
。

『
大
放
祝
詞
』
で
は
、
先
述
の
如
く
荒
ぶ
れ
る
神
々
を
平
定
し
た
「
安
国
」

を
理
想
と
し
て
語
っ
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
「
安
圏
止
平
縞
久
所
v
知
食
武
圏
中

爾
、
成
出
武
天
之
益
人
等
攻
、
過
犯
家
牟
雑
々
罪
事
」
と
し
て
、
安
園
の
状
況

と
は
相
容
れ
な
い
も
の
と
し
て
の
天
津
罪
・
国
津
罪
を
列
挙
し
、
「
放
給
比

清
給
事
乎
」
と
そ
の
解
除
を
神
々
に
願
う
の
で
あ
る
o

す
な
わ
ち
こ
こ
で
述

べ
ら
れ
る
罪
と
は
、
安
国
の
状
況
を
破
る
も
の
で
あ
り
、
更
に
は
ス
サ
ノ
ヲ

4 



古代の界観念について

が
犯
し
た
天
津
罪
の
場
合
か
ら
推
定
さ
れ
る
如
く
、
天
変
地
異
・
災
禍
を
引

き
起
こ
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
ス
サ
ノ
ヲ
神
話
の
沸
泣
の
段
に
「
是
以
悪
紳
之
音
、
如
ユ
狭
地
-
皆
満
、

高
物
之
妖
悉
褒
」
(
『
記
』
)
と
見
え
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
天
の
岩
戸
の
段
の
場
合

と
同
じ
悪
し
き
状
況
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
た
だ
し
沸
泣
の
段
で
は
悪
神

の
所
業
が
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
天
の
岩
戸
の
段
は
罪
の
事
柄
を
語
っ
た

も
の
で
あ
る
。
二
つ
の
段
で
の
ス
サ
ノ
ヲ
を
一
つ
に
結
び
つ
け
て
考
え
る
べ

き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
ら
ば
こ
こ
に
、
災
禍
は
、
悪
神
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
罪
に
よ
っ
て
も
引
き
起
こ
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
と
い
う
、
古
代
の
災
禍
観
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

こ
の
災
禍
観
は
、
各
祝
詞
の
性
格
に
対
応
し
て
い
る
。
『
紀
』
四
神
出
生
の

段
で
は
悪
神
ス
サ
ノ
ヲ
の
所
業
に
つ
い
て
、
「
令
ニ
圏
内
人
民
、
多
以
夫
折
乙

(
本
文
〉
、
「
園
民
多
死
」
(
第
二
ノ
一
書
)
と
疫
病
の
流
行
と
考
え
ら
れ
る
災

摘
を
記
し
て
い
る
が
、
こ
の
如
き
悪
神
の
所
業
は
、
道
饗
祭
、
遷
却
崇
神
・

或
い
は
御
門
祭
の
各
祝
詞
で
語
ら
れ
る
、
荒
ぶ
る
神
・
禍
津
日
神
等
の
所
業

へ
の
畏
れ
に
通
じ
る
。
一
方
、
罪
に
よ
る
災
禍
へ
の
恐
れ
は
、
『
大
紋
祝
詞
』

に
よ
っ
て
被
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
『
大
破
祝
調
』
の
特
色
は
、
こ
こ
に
あ
る
。

ハ
1
〉

〈

2
)

原
田
敏
明
氏
は
『
古
代
日
本
の
信
仰
と
社
会
』
及
び
『
日
本
の
古
代
宗
教
』
の

中
で
、
罪
を
神
と
関
連
せ
し
め
ず
し
て
は
理
解
し
が
た
い
も
の
さ
え
含
ま
れ

て
い
る
と
し
、
「
例
え
ば
、
白
人
・
胡
久
美
と
い
う
よ
う
な
の
は
恐
ら
く
疾

病
の
一
種
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
抽
俄
で
あ
り
、
更
に
罪
で
あ
る
と
さ
れ
る
の

に
は
、
ハ
中
略
〉
専
ら
何
か
悪
霊
・
悪
神
の
働
き
か
け
と
し
て
見
、
ま
た
神

(
3〉

の
悪
む
と
こ
ろ
と
観
ず
る
心
理
が
あ
る
」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
罪
が
神
の

悪
む
と
こ
ろ
で
る
る
事
は
、
ス
+
ノ
ヲ
が
天
津
罪
を
犯
し
た
こ
と
に
よ
り
、

神
々
に
よ
っ
て
高
天
原
か
ら
追
放
さ
れ
た
神
話
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
し
か

し
原
田
氏
の
、
罪
の
根
底
に
は
悪
神
の
働
き
か
け
が
あ
る
と
す
る
説
に
つ
い

て
は
、
多
少
の
疑
問
を
持
た
ざ
る
を
え
な
い
。
『
大
赦
祝
詞
』
の
内
容
そ
の

も
の
か
ら
は
、
罪
を
悪
神
の
働
き
に
よ
る
も
の
と
し
て
読
み
取
る
こ
と
は
無

理
で
あ
り
、
ま
た
『
貞
観
儀
式
』
等
に
見
ら
れ
る
大
級
儀
式
の
中
で
も
悪
神
に

対
す
る
儀
式
は
執
り
行
な
わ
れ
て
は
い
な
い
。
先
に
も
述
べ
た
事
で
あ
る
が
、

『
御
門
祭
祝
詞
』
に
は
「
四
方
四
角
奥
利
疎
備
荒
備
来
武
、
天
能
麻
我
都
比
登
云

紳
能
言
武
悪
事
」
と
、
天
の
禍
津
田
神
が
悪
事
を
も
た
ら
す
こ
と
が
述
べ
ら

れ
、
こ
れ
を
防
ぎ
掃
う
こ
と
が
願
わ
れ
て
い
る
。
『
鎮
火
祭
祝
詞
』
で
も
火

結
神
に
よ
る
火
災
を
畏
れ
て
、
こ
れ
を
鎮
め
ん
と
し
て
い
る
。
ま
た
『
道
饗

祭
祝
調
』
で
の
「
根
園
・
底
園
奥
星
、
品
鳳
備
疎
備
来
物
」
、
『
遷
却
泉
神
祝
詞
』

で
の
「
荒
振
紳
等
」
、
『
祈
年
祭
』
・
『
六
月
月
次
祝
詞
』
で
の
「
疎
夫
留
物
」

「
疎
布
留
物
」
、
と
そ
れ
ぞ
れ
悪
神
の
働
き
を
長
れ
、
そ
れ
か
ら
の
守
り
が
願

さ
や

わ
れ
て
い
る
。
『
大
殿
祭
祝
調
』
に
は
、
宮
殿
内
に
塞
り
坐
し
、
い
す
ろ
こ
ひ

荒
び
坐
す
神
等
を
和
ら
げ
る
こ
と
が
祈
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
如
く
悪
神
の
働
き
に
つ
い
て
明
記
し
て
い
る
祝
詞
も
あ
り
、
も
し

『
大
紋
祝
詞
』
で
の
罪
、
が
悪
神
に
関
係
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
全
く
そ
れ

に
触
れ
て
い
な
い
事
に
、
不
自
然
さ
を
感
じ
る
。

『
大
放
祝
詞
』
の
罪
観
念
は
、
悪
神
と
は
次
元
を
異
に
し
て
い
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。
『
倭
姫
命
世
記
』
に
見
え
る
「
荒
祭
宮
一
座
。
皇
太
榊
荒
宮
魂
。
伊
弊

那
伎
大
柿
所
生
斡
・
一
名
人
十
桓
棒
日
紳
也
二
名
瀬
織
津
比
単
騎
是
也
a

」
の
、
八
十
在
津
日

(
4
)
 

神
が
瀬
織
津
比
鮮
と
同
一
で
あ
る
と
い
う
一
文
を
、
宣
長
等
が
説
く
如
く
古

D 



い
所
伝
と
考
え
る
な
ら
ば
、
大
破
祝
詞
で
の
瀬
織
津
比
隊
す
な
わ
ち
禍
津
日

神
は
罪
を
大
海
原
に
流
し
去
る
神
で
あ
り
、
『
御
門
祭
祝
詞
』
で
の
荒
ぶ
る

神
と
し
て
の
禍
津
日
神
と
は
性
格
を
異
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
高
橋
富
雄

マ
ガ
ゴ
ト

氏
は
、
『
大
紋
祝
詞
』
を
め
ぐ
っ
て
そ
れ
は
「
悪
事
」
を
人
の
責
任
に
お
け

あ
く
じ

る
悪
事
と
し
て
意
識
す
る
方
向
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
「
悪
事
」
意

識
の
中
で
は
、
「
禍
津
日
神
」
と
い
う
名
の
神
の
登
場
す
る
必
然
性
が
な
い

で
あ
ろ
う
。
禍
津
田
神
が
瀬
織
津
比
祥
に
変
っ
た
理
由
も
、
そ
ん
な
こ
と
を

ハ
5
)

背
景
に
し
て
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
と
お
も
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
高
橋
氏

の
述
べ
る
如
く
、
大
放
祝
詞
は
、
悪
神
に
対
す
る
他
の
祝
詞
と
は
異
な
り
、

人
の
犯
し
た
罪
を
放
の
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
更
に
卑
見
に
よ
れ
ば
、

そ
の
罪
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
災
禍
を
恐
れ
「
安
園
」
の
理
想
を
実
現

せ
ん
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

注
(
1
〉
第
十
章
「
清
浄
と
不
浄
」
、
昭
和
一
一
一
一
一
年
(
彰
考
書
院
)
。

(

2

)

「
古
代
日
本
人
の
宗
教
的
倫
理
観
に
つ
い
て
」
「
悪
神
に
関
す

る
古
代
観
念
」
「
罪
識
の
諸
相
」
の
各
所
収
論
文
、
昭
和
四
五
年

(
中
央
公
論
社
〉
。

(
3
〉
注
ハ
1
〉
前
掲
書
。

(
4
〉
『
大
放
詞
後
釈
』
。

(

5

)

「
飛
鳥
以
前
の
倫
理
思
想

l
「
直
日
」
の
倫
理
と
そ
の
展
開
|
」

『
日
本
に
お
け
る
倫
理
思
想
の
展
開
』
所
収
、
昭
和
四
十
年
(
吉

川
弘
文
館
)
。

三
、
罪
と
神
の
崇
り

こ
こ
で
『
大
破
祝
詞
』
の
=
一
種
の
災
に
つ
い
て
の
考
察
に
入
り
た
い
。
ま

ず
三
種
の
災
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
に
つ
い
て
は
、
諸
説
が
出
て
い
る

が
、
い
ず
れ
も
憶
測
の
域
を
出
て
は
い
な
い
。
宣
長
は
『
大
放
詞
後
釈
』
の

中
で
、
「
昆
虫
乃
災
」
を
害
虫
の
災
と
し
、
「
高
津
鳥
災
」
に
つ
い
て
は
、

『
大
敗
祭
祝
調
』
の
「
天
能
血
垂
飛
鳥
飽
禍
去
久
」
の
一
文
を
引
き
、
屋
上

を
飛
ぶ
烏
が
毒
の
あ
る
糞
や
毒
物
な
ど
を
落
す
よ
う
な
類
の
災
で
あ
る
と
の

解
釈
を
行
な
っ
て
い
る
。
宣
長
は
か
な
り
具
体
的
に
解
釈
し
て
い
る
が
、
井

門

1
〉

上
光
貞
氏
が
解
釈
す
る
如
く
、
天
を
飛
ぶ
鳥
の
も
た
ら
す
災
で
あ
る
・
ぐ
ら
い

の
理
解
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
「
高
津
神
乃
災
」
に
つ
い
て
も
、
多
く
の
説
に

分
か
れ
必
ず
し
も
明
確
に
な
っ
て
は
い
な
い
。
宣
長
は
、
高
を
空
の
義
と
し
、

雷
説
を
採
る
(
『
後
釈
』
)
が
、
他
に
も
日
蝕
月
蝕
慧
星
等
の
災
と
す
る
も
の

や
禍
津
日
神
の
災
と
す
る
も
の
、
或
い
は
水
皐
説
等
の
多
岐
に
わ
た
っ
て
い

(zv 

る
。
私
は
、
次
田
氏
が
述
べ
る
如
く
高
津
神
の
災
が
高
津
烏
の
災
と
並
べ
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
雷
或
い
は
広
く
天
か
ら
の
災
と
し
て
よ
い
の

で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

こ
の
如
く
昆
虫
の
災
・
高
津
神
の
災
・
高
津
烏
の
災
に
つ
い
て
、
具
体
的

に
解
釈
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
し
か
し
こ
の
三
種
の
災
が
総
じ
て
自
然
災

害
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
『
大
赦
祝
詞
』
の
三
種
の
災
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
人
の
犯
し

た
罪
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
災
で
あ
る
と
す
る
説
が
あ
る
。
最
近
で
は

門

3
〉

平
野
孝
園
氏
が
「
罪
と
放
の
構
造
」
と
題
す
る
論
文
の
中
で
、
次
の
如
く
論

証
し
て
い
る
。
『
紀
』
允
恭
二
十
三
年
条
の
、
兄
弟
姉
妹
婚
が
夏
に
天
皇
の

6 



御
善
の
汁
を
凍
ら
す
と
い
う
異
常
事
態
を
起
こ
し
た
記
事
ゃ
、
『
三
代
実
録
』

貞
観
六
年
八
月
五
日
条
の
、
富
士
山
噴
火
の
原
因
が
浅
間
神
社
神
主
の
奉
仕

の
不
十
分
さ
に
あ
る
と
の
占
い
に
よ
っ
て
、
幣
が
奉
ら
れ
た
記
事
を
挙
げ
、

『
大
放
祝
調
』
に
つ
い
て
「
「
動
物
類
の
災
い
」
も
、
決
し
て
単
な
る
自
然

現
象
で
は
な
か
っ
た
。
必
ず
や
、
神
意
に
そ
ぐ
わ
ぬ
行
為
者
が
あ
る
筈
で
あ

る
」
と
、
原
因
説
を
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
の
「
川

入
・
火
焼
罪
」
に
つ
い
て
も
、
「
そ
の
よ
う
な
死
に
方
を
し
た
こ
と
自
体
に
、

本
人
の
ツ
ツ
ミ
(
障
)
が
あ
る
と
い
う
見
方
。
さ
ら
に
は
、
そ
5
し
た
死
に

方
に
よ
っ
て
つ
つ
ま
れ
る
ほ
ど
、
何
ら
か
の
非
行
を
犯
し
て
い
た
に
違
い
な

い
と
い
う
発
想
法
も
あ
り
え
よ
う
」
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

平
野
氏
が
指
摘
す
る
、
災
の
原
因
が
人
の
犯
し
た
行
為
に
あ
る
と
す
る
災

禍
観
念
が
、
古
代
人
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

『
紀
』
神
功
摂
政
元
年
二
月
条
に

重
晴
如
v
夜
、
己
経
-
-
多
目
4

時
人
目
、
常
夜
行
之
也
。
皇
后
閑
-
-
紀
直
租

豊
耳
-
回
、
是
怪
何
由
実
。
時
有
二
老
父
-
目
、
停
関
、
如
v
是
怪
謂
=
阿

豆
那
比
之
罪
-
也
。
問
-
-
何
謂
-
也
。
劉
日
、
ニ
酔
枕
者
、
共
合
葬
歎
。
因

以
、
令
v
推
-
-
間
巷
里
-
、
有
二
人
-
目
、
小
竹
統
奥
-
-
天
野
瓶
二
共
篤
-
-

善
友
-
。
小
竹
祝
逢
病
而
死
之
。
天
野
祝
血
泣
目
、
吾
也
生
篤
-
-
交
友
刊
何

死
之
無
ユ
宜
同
ν
穴
乎
、
則
伏
2

屍
側
-
而
自
死
。
初
合
葬
鷲
。
蓋
是
乏
乎
。

乃
開
v
墓
観
之
寅
也
。
故
改
ニ
棺
櫛
〔
各
異
露
以
理
迄
。
則
日
障
嫡
燦
、

日
夜
有
v
別。

と
、
日
食
の
怪
の
原
因
が
二
社
の
祝
者
の
死
体
を
合
葬
し
た
こ
と
に
求
め
ら

れ
、
そ
の
原
因
が
除
か
れ
る
と
日
食
も
止
ん
だ
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

古代の罪観念について

『
紀
』
欽
明
十
三
年
十
月
条
に
は

物
部
大
連
尾
興
、
中
匡
一
連
鎌
子
、
同
奏
日
(
中
略
)
方
今
改
奔
-
-
蕃
静
一
恐
致
-
-

園
紳
之
怒
又
中
略
〉
大
臣
脆
受
而
析
悦
、
安
ユ
置
小
墾
国
家
↓
懇
修
-
-
出
v

世
業
-
震
v
因
。
津
-
-
捨
向
原
家
潟
v
寺
↓
於
後
、
園
行
-
-
疫
気
一
民
致
-
主
人
残
↓

と
、
蕃
神
を
礼
拝
し
た
こ
と
に
よ
り
、
神
の
崇
り
と
し
て
の
疫
病
が
生
じ
た

こ
と
を
記
す
。

『
古
語
拾
遺
』
に
は

背
在
紳
代
大
地
主
紳
轡
v
田
之
目
。
以
-
-
牛
宍
-
食
-
-
田
人
ズ
中
略
)
御
歳

紳
愛
v
怒
。
以
v
纏
放
-
-
其
田
↓
商
業
忽
恰
損
似
-
-
篠
竹
刊

と
、
農
民
が
牛
肉
を
食
し
た
こ
と
に
よ
り
嵯
の
害
を
受
け
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。

ま
た
『
常
陸
風
土
記
』
に
も

ハ
久
慈
郡
蔭
都
墨
〉
東
大
山
、
謂
-
-
賀
枇
隆
之
高
峯
↓
即
有
国
-
天
紳
↓
ハ
中

略
)
本
自
v
天
降
、
即
坐
-
-
松
滞
松
樹
八
俣
之
上
司
紳
泉
甚
殿
、
有
v
人
、
向

行
=
大
小
便
-
之
時
、
令
乞
一
小
v
災
致
-
-
疾
苦
-
者
、

と
、
織
れ
を
犯
し
た
故
に
災
を
蒙
っ
た
こ
と
が
見
え
る
。

こ
の
如
く
、
人
の
犯
し
た
行
為
に
よ
っ
て
、
神
の
崇
り
と
し
て
の
災
が
も
た

ら
さ
れ
る
と
い
う
観
念
は
古
代
社
会
に
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
災
禍

観
念
と
大
赦
祝
調
の
罪
と
し
て
の
三
種
の
災
禍
と
は
結
び
つ
か
な
い
で
あ
ろ

う
『
大
放
祝
詞
』
に
は
、

〈
罪
〉
如
v
此
出
波
、
天
津
官
事
以
豆
、
大
中
臣
、
天
津
金
木
乎
、
本
打
切

末
打
断
豆
、
千
座
置
座
爾
一
質
足
聾
童
、
天
津
菅
曾
乎
、
本
苅
断
末
苅
切
豆
、

入
針
爾
取
臨
室
、
天
津
祝
詞
乃
太
祝
詞
事
乎
宣
握
。
如
v
此
久
乃
良
波
、
天

7 



津
紳
波
、
天
磐
門
乎
押
披
豆
、
天
之
八
重
雲
乎
、
伊
頭
乃
千
別
爾
千
別
豆
一
所
v

閲
食
武
。
園
津
神
波
、
高
山
之
末
・
短
山
之
末
爾
上
坐
豆
、
高
山
之
伊
恵

理
、
短
山
之
伊
恵
理
乎
援
別
亘
所
v
間
食
武
。
如
v
此
所
v
間
食
霊
碑
、
皇
御

孫
之
命
乃
朝
庭
乎
始
豆
、
天
下
回
方
園
溺
説
、
罪
止
云
布
罪
波
不
在
止
、

と
見
え
、
般
の
儀
式
を
執
り
行
い
祝
詞
を
読
み
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三

種
の
災
を
含
む
諸
々
の
罪
が
消
し
去
ら
れ
る
と
す
る
。
し
か
し
先
に
見
た
神

の
崇
り
と
し
て
の
災
禍
の
場
合
は
、
人
為
的
に
犯
さ
れ
た
原
因
が
取
り
除
か

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
災
が
消
滅
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
『
神
功
紀
』
の
日
食

の
例
で
も
、
『
三
代
実
録
』
貞
観
六
年
の
富
士
山
噴
火
の
例
で
も
、
原
因
が

問
題
と
さ
れ
そ
れ
が
究
明
さ
れ
て
い
る
。

履
中
五
年
十
月
甲
子
条
を
見
る
と
、

葬
-
-
皇
妃
↓
既
而
天
皇
、
侮
T
之
不
v
治
-
-
紳
泉
一
而
亡
恥
皇
妃
ヘ
更
求
-
-
其
凪
官
↓

或
者
目
、
寧
持
君
行
-
-
於
筑
紫
圏
一
而
悉
校
-
-
寧
持
部
一
乗
取
-
-
充
紳
者
司
必

是
罪
失
。
天
皇
則
喚
-
-
寧
持
君
〔
以
推
間
之
。
事
既
得
質
素
。
因
以
、
敏

之
目
、
爾
難
ニ
車
持
君
一
縦
検
-
-
校
天
子
之
百
姓
刊
罪
一
也
。
既
分
-
-
寄
手
榊
-

車
持
部
、
粂
奪
取
之
。
罪
ニ
也
。
則
負
=
悪
解
除
・
普
解
除
-
、
而
出
=
於

長
渚
崎
「
令
-
司
被
棋
↓

と
、
皇
妃
急
死
と
い
う
異
常
事
態
に
遭
遇
し
た
天
皇
は
、
そ
の
原
因
を
求
め

は
ら
丸

さ
せ
、
二
つ
の
罪
が
犯
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
て
解
除
が
な
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
罪
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
寧
持
君
が
神
戸
を
奪
っ
た
こ
と
、
す
な

わ
ち
急
死
と
い
う
異
常
死
の
原
因
の
方
で
あ
る
。
そ
し
て
放
は
、
乙
の
罪
が

判
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
執
り
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
天
津
罪
・

国
津
罪
で
は
、
川
入
・
火
焼
の
如
き
異
常
死
が
罪
と
さ
れ
、
或
い
は
災
そ
の

も
の
が
罪
と
さ
れ
、
放
い
清
め
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。

右
に
述
べ
た
如
く
、
神
の
出
掛
り
と
し
て
の
災
禍
と
『
大
駿
祝
調
』
に
見
ら

れ
る
災
と
は
、
異
な
っ
た
観
念
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
両
者
を

結
び
つ
け
た
解
釈
は
成
立
し
な
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

注
ハ
1
〉

ハ
2
〉

(

3

)
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井
上
氏
前
掲
論
文
。

次
田
氏
前
掲
書
。

『
季
刊
日
本
思
想
史
』
ぬ
ロ
。

四
、
罪
と
水
稲
農
耕
社
会

以
上
進
め
て
き
た
考
察
が
正
し
い
な
ら
ば
、
大
放
祝
詞
の
三
種
の
災
は
、
そ

れ
自
体
が
罪
と
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
し
、
具
体
的

に
は
災
そ
の
も
の
を
罪
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
「
天
之
益
人
等
我
温
犯

家
牟
雑
々
罪
」
と
し
て
の
災
で
あ
る
以
上
、
人
が
関
係
し
て
罪
と
し
て
の
災
が

成
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
場
合
人
が
呪
起
に
よ
っ
て
災
を
引
き
起
こ
す

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
「
盛
物
為
罪
」
に
入
る
事
柄
で
あ
ろ
う
。
一
一
一
種

の
災
は
、
人
が
災
に
遭
遇
す
る
こ
と
を
も
っ
て
罪
と
し
た
と
、
考
え
ら
れ
る
。

し
か
ら
ば
災
に
遭
遇
す
る
こ
と
は
、
な
ぜ
界
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
大
駿
祝
詞
』
の
雑
々
の
罪
事
は
、
天
津
罪
で
あ
る
昨
放
・
溝
埋
・
樋
放

・
頻
蒔
・
串
刺
、
及
び
国
津
罪
に
含
ま
れ
る
昆
虫
乃
災
等
、
農
耕
に
関
係
し

た
事
柄
で
そ
の
大
半
を
占
め
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
天
津
罪
・
国
津
罪

が
水
稲
農
耕
社
会
の
中
か
ら
成
立
し
て
き
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

水
稲
農
耕
社
会
で
は
濯
瓶
施
設
の
開
発
及
び
管
理
、
修
理
が
重
要
不
可
欠



古代の罪観念について

で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
厳
し
く
統
制
さ
れ
た
共
同
労
働
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て

い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
如
く
、
共
同
労
働
を
基
本
と
す
る
水
稲
農

耕
社
会
で
は
、
個
人
は
社
会
全
体
に
強
く
規
制
さ
れ
、
全
体
へ
の
絶
対
的
服

従
の
も
と
に
偲
性
は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ス
サ
ノ
ヲ
神
話
で
語

ら
れ
る
「
無
邪
心
」
「
汝
心
之
清
明
」
は
、
共
同
体
全
体
へ
の
忠
誠
心
を
表

わ
し
た
言
素
で
あ
る
。
石
田
一
良
博
士
は
、
神
道
の
特
徴
を
め
ぐ
っ
て
次
の

如
く
指
摘
さ
れ
る
。
「
閉
め
ら
れ
た
共
同
体
に
お
い
て
は
、
共
同
体
の
個
人

は
共
同
体
へ
の
全
身
的
埋
没
、
つ
ま
り
「
和
」
を
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
和
を

阻
害
す
る
行
為
が
「
悪
し
」
で
、
促
進
す
る
行
為
が
「
善
し
」
で
あ
る
。
そ

し
て
「
よ
し
」
「
あ
し
」
は
共
同
体
の
意
志
が
決
定
し
、
共
同
体
の
外
に
形

而
上
的
な
い
し
は
理
想
的
な
道
徳
基
準
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
神
道
が
古

来
求
め
て
き
た
「
誠
」
と
か
「
正
直
」
の
徳
も
、
「
私
の
な
い
」

l
個
我
の

主
張
の
な
い
「
清
き
明
き
心
」
で
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
は
共
同
体
に
和
順
す
る

ハ
l
)

心
に
外
な
ら
な
か
っ
た
」
と
。

こ
の
石
田
博
士
の
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
農
村
的
共
同
体
の
特
色
と
そ

こ
に
存
在
す
る
思
想
・
観
念
が
、
端
的
に
一
示
さ
れ
て
い
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
天
津
界
と
し
て
列
挙
さ
れ
た
罪
の
大
部
分
は
幾
作
業
を
妨
害

す
る
行
為
で
あ
り
、
国
津
罪
に
属
す
己
母
犯
罪
・
己
子
犯
罪
・
母
典
子
犯
罪

・
子
奥
母
犯
罪
・
盛
物
為
罪
は
、
社
会
の
秩
序
を
乱
す
行
為
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
こ
こ
で
罪
と
し
て
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
水
稲
農
耕
社
会
の

破
壊
な
の
で
あ
り
、
犯
罪
者
の
動
機
或
い
は
倫
理
性
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
か
か
る
罪
を
犯
す
こ
と
は
天
変
地
異
、
災
禍
を
も
引
き
起
こ
す
も

の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
(
二
節
参
照
)
、
社
会
秩
序
及
び
自
然
秩
序
の
破
壊

と
い
う
、
農
業
社
会
の
存
立
に
関
わ
る
犯
罪
と
い
え
よ
う
。

『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
で
は
先
述
の
如
く
「
川
入
・
火
焼
」
と
い
う
異
常

死
を
罪
に
含
め
て
い
る
が
、
古
代
の
人
々
が
異
常
死
に
対
し
恐
怖
を
抱
い
て

い
た
こ
と
は
、
『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
一
「
侍
ニ
己
高
徳
-
刑
ニ
賎
形
沙
漏
-
以
現

得
ニ
悪
死
-
縁
」
の
、
自
害
し
た
長
屋
王
の
骨
が
流
れ
着
い
た
土
佐
の
国
で
、

そ
の
気
に
よ
っ
て
多
く
の
農
民
が
死
ぬ
と
い
う
説
話
に
窺
い
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
こ
で
の
異
常
死
に
対
す
る
恐
怖
は
、
農
民
が
数
多
く
死
ぬ
と
い
う
、

農
業
社
会
が
破
壊
さ
れ
る
こ
と
へ
の
脅
威
で
あ
る
。
川
入
・
火
焼
の
異
常
死

に
対
し
て
も
人
々
は
同
様
に
、
農
業
社
会
が
破
壊
さ
れ
る
こ
と
へ
の
恐
怖
を

も
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
恐
怖
心
の
故
に
、
こ
れ
ら
は
罪
の
中
に
含

め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
恐
怖
心
は
、
変
死
と
い
う
異
常
性
に
対
し
て
抱
か
れ
た
の
で
あ

る
が
、
水
稲
農
耕
社
会
で
は
、
こ
の
よ
う
な
異
常
性
は
強
く
否
定
さ
れ
て
い

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
水
稲
農
耕
社
会
で
は
社
会
と
の
和
、
社

会
全
体
へ
の
服
従
が
絶
対
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
秩
序
維
持
の
為

に
、
個
性
的
な
こ
と
、
異
常
な
行
為
・
状
況
は
、
強
く
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
か
か
る
異
常
性
は
、
宗
教
の
強
い
古
代
社
会

に
あ
っ
て
宗
教
的
色
彩
に
濃
く
包
ま
れ
て
、
そ
の
異
常
性
の
故
に
畏
怖
の
対

象
と
さ
れ
、
農
耕
社
会
を
破
壊
す
る
凶
事
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
『
古
語
拾

遺
』
に
、
農
民
が
牛
肉
を
食
べ
た
こ
と
に
よ
り
農
耕
神
が
罰
を
下
し
た
と
い

う
記
事
が
あ
る
が
(
先
述
)
、
こ
こ
で
罰
を
受
け
た
理
由
の
一
つ
は
、
牛
肉
を

食
す
こ
と
が
農
民
と
し
て
の
生
活
を
逸
脱
し
た
異
常
な
行
為
で
あ
っ
た
こ
と

に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
が
農
耕
社
会
の
秩
序
を
乱
す
凶
事
で
あ
る
故

日



に
、
罰
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
水
稲
農
耕
社
会
で
は
、
異
常
な
行
為
・
状
況
は
、
社
会
を
破

慶
す
る
原
因
と
し
て
、
罪
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

天
津
罪
に
属
す
諸
々
の
罪
を
は
じ
め
、
国
津
罪
に
属
す
己
母
犯
罪
・
己
子

犯
罪
・
母
輿
子
犯
罪
・
予
輿
母
犯
罪
・
畜
犯
罪
の
異
常
な
性
行
為
や
盛
物
為

罪
等
、
列
挙
さ
れ
た
ほ
と
ん
ど
の
罪
が
、
ま
さ
し
く
農
業
社
会
全
体
に
対
し

て
相
容
れ
ら
れ
な
い
異
常
性
を
帯
び
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
っ
白
人

・
胡
久
美
」
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
具
体
的
な
症
状
に
つ
い

て
は
諸
説
あ
る
が
二
般
に
白
人
に
つ
い
て
は
、
『
和
名
抄
』
の
「
病
源
論
云
、

白
凝
ト
陪
一
鶏
人
面
及
身
頚
皮
肉
色
変
白
、
亦
不
エ
痛
獲
-
者
也
」
の
一
文
及
び

推
『
紀
』
古
二
十
年
是
歳
条
の
「
自
ニ
百
済
圏
-
有
ニ
化
来
者
(
其
面
身
皆
斑
白
。

若
有
ニ
白
瀬
-
者
乎
」
の
一
文
を
引
い
て
、
し
ろ
な
ま
ず
、
白
子
等
の
皮
膚
病

が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
胡
久
美
に
つ
い
て
は
、
『
和
名
抄
』
に
「
説
文
云
、

痕
、
私
一
四
4
r
誠
一
一
朝
一
寄
肉
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
賛
肉
や
繍
病
等
が
考
え
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
様
に
白
人
、
胡
久
美
は
皮
膚
病
の
一
種
と
考
え
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
ら
が
罪
と
さ
れ
た
の
は
そ
の
異
常
性
の
故
で
あ
る
。

昆
虫
乃
災
・
高
津
一
洞
乃
災
・
高
津
鳥
災
の
自
然
災
害
が
罪
に
含
め
ら
れ
た

の
は
、
や
は
り
右
の
理
由
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
先
述
の
如
く
、
こ

れ
ら
の
自
然
災
害
を
具
体
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

こ
れ
ら
が
特
殊
或
い
は
異
常
な
災
害
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
高
津
烏
災
」
の
用
語
は
、
『
遷
却
崇
神
』
の
祝
詞
に
も
見
ら
れ
る
。

誰
紳
乎
先
遣
波
、
水
穏
園
飽
荒
振
紳
等
乎
、
紳
援
々
平
鍵
武
止
、
紳
議
議
給

時
爾
、
諸
紳
等
、
皆
量
申
久
、
〈
中
略
)
又
遺
志
天
若
彦
毛
、
返
言
不
v
申

豆
、
高
津
鳥
狭
爾
依
豆
、
立
庭
爾
身
亡
支
。

こ
こ
に
語
ら
れ
る
「
高
津
鳥
決
」
は
、
天
芳
彦
の
記
紀
神
話
に
結
び
つ
け

ら
れ
た
特
殊
な
災
難
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
大
赦
祝
詞
』
の
三
種
の
自
然
災
害
は
、
何
ん
ら
か
の
神
話

・
伝
承
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
特
殊
な
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
「
昆
虫

乃
災
」
に
つ
い
て
も
、
『
紀
』
神
代
巻
の
大
己
責
命
が
療
病
の
方
法
と
と
も

に
鳥
獣
昆
虫
之
災
異
を
嬢
う
禁
厭
之
法
を
定
め
た
と
い
う
神
話
と
の
関
連
性

が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
三
種
の
災
害
が
、
周
期
的
に
村
落
を
襲
う
大
風
雨
等
に
よ
る
自
然

災
害
で
あ
る
と
解
釈
す
る
な
ら
ば
別
で
あ
る
が
、
右
に
述
べ
た
如
く
異
常
或

い
は
特
殊
な
災
害
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
災
害
に
遭
遇
す
る
こ
と
は
、
そ
の

異
常
性
の
故
に
、
農
業
社
会
を
破
嬢
す
る
罪
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

右
に
見
て
き
た
如
く
、
『
大
紋
祝
詞
』
に
見
ら
れ
る
罪
は
、
水
稲
農
耕
社

会
へ
対
す
る
罪
で
あ
り
、
農
耕
生
活
の
秩
序
を
破
壊
す
る
原
因
を
、
罪
と
し

た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
災
も
罪
に
含
め
ら
れ
た
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
『
大
蔵
祝
調
』
の
中
で
罪
と
し
て
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
農

耕
社
会
の
破
壊
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
閣
之
大
級
」
(
『
記
』
仲
哀
条
)
と
し

て
公
共
の
儀
式
が
執
り
行
な
わ
れ
、
そ
の
中
で
祝
詞
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
り
、

罪
の
消
滅
つ
ま
り
は
罪
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
社
会
及
び
自
然
の
秩
序
の
回

復
が
願
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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